
 

第１号様式 

審査基準及び標準処理期間個表 

大分リバースタジアム共同企業体 

                                         

条例等の名称 処分の事項 設定年月日 

大分市都市公園条例 利用料金の減免 令和４年４月１日 

１ 根拠条項（条例第１９条第２項により読替え済） 

(利用料金の減免) 

第１３条 第１５条第１項に規定する指定管理者は、市長の承認を得て定める基準により、

利用料金を減免することができる。 

 

２ 審査基準 

津留運動公園有料公園施設の利用料金を減免する場合及びその額は、次のとおりとする。 

⑴ 市が主催し、又は共催する行事に使用する場合 全額  

⑵ 国、他の地方公共団体その他地方公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公

共用又は公益事業の用に供するために使用する場合 全額 

ア 大分市スポーツ協会が主催する行事又は大分市スポーツ少年団が主催する行事

（イに揚げる大会を除く。）に使用する場合 

イ 大分市スポーツ少年団に所属する団体が出場する大会（大分市スポーツ少年団

の構成員（目的とする種目が限定されている場合は、当該種目に係る構成員に限

る。）全員を対象として実施するものに限る。）に使用する場合 

ウ 大分市校区・地区体育協会又は大分市校区・地区スポーツ協会が主催する大会に使

用する場合 

 エ 大分市中学校体育連盟が主催する大会に使用する場合 

  オ 全国、九州及び大分県の中学校体育連盟が主催する大会に使用する場合 

カ 県民スポーツ大会又は国民スポーツ大会の強化練習（大分市代表又は大分市代表選

手を含む場合に限る。）に使用する場合（大会競技日前１か月間に限る。） 

キ 社会教育関係団体その他の公共的団体（大分市総合型クラブ連絡協議会、大分

市PTA連合会、大分県社会福祉協議会、大分市社会福祉協議会、民生委員・児童

委員協議会（校区単位以上）、クリーン推進員校区連絡会議（校区単位以上）、自

治委員連絡協議会等の団体をいう。）が主催する行事（スポーツ大会、総会等に限

る。）に使用する場合 

  ク その他条例第１５条第１項に規定する指定管理者が認める行事に使用する場合 

⑶ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校が学校教育活動で使用

する場合 全額 



 ア 教育課程に位置付けられている活動に使用する場合 

イ その他条例第１５条第１項に規定する指定管理者が認める学校教育活動に使用する

場合 

 ⑷ その他条例第１５条第１項に規定する指定管理者が特に減免すべき理由があると認め

る場合及び条例第１５条第１項に規定する指定管理者が必要と認める額は、次のとおり

とする。 

ア 障害者（療育手帳制度について（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号）に

規定する療育手帳、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）に規定する身体障

害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）

に規定する精神障害者保健福祉手帳（以下これらを「手帳」と総称する。）の交付を受

けた者をいう。以下同じ。）が、手帳を提示して使用する場合 障害者に係る利用料の

合計金額（同一の障害者が、大分市営陸上競技場において、同一の活動内容で次に揚げ

る使用を行おうとする場合（回数券を使用する場合を除く。）にあっては、それぞれ次

に定める金額をいう。）（回数券に係る利用料を納付する場合にあっては、一時に納付

する額）が１，０００円に満たない場合にあっては全額、１，０００円以上の場合にあ

っては半額 

 （ア）連続する複数の日における使用 各日の利用料 

 （イ）同一の日の連続しない時間における使用 当該日に係る利用料の合計金額（個

人使用券、使用回数券の交付を受けることにより規則第４条第１項の手続きに代えよう

とする場合を除く。） 

イ 障害者が、その主催事業として営利を目的としない文化活動等の諸活動を行う場合

 障害者に係る利用料の合計金額（同一の障害者が、津留運動公園有料公園施設にお

いて、同一の活動内容で次に掲げる使用を行おうとする場合にあっては、それぞれ次

に定める金額をいう。）が１,０００円に満たない場合にあっては全額、１,０００円

以上の場合にあっては半額 

（ア） 連続する複数の日における使用 各日の利用料 

（イ） 同一の日の連続しない時間における使用 当該日に係る利用料の合計金額 

ウ 障害者団体（市長が別に定める基準による登録を受けた団体をいう。以下同じ。）

が、その主催事業として営利を目的としない文化活動等の諸活動を行う場合 障害者

団体に係る利用料の合計金額（同一の障害者団体が、津留運動公園有料公園施設にお

いて、同一の活動内容で次に掲げる使用を行おうとする場合にあっては、それぞれ次

に定める金額をいう。）が１,０００円に満たない場合にあっては全額、１,０００円

以上の場合にあっては半額 

（ア） 連続する複数の日における使用 当該連続する日における利用料の合計金額 

（イ） 同一の日の連続しない時間における使用 当該日に係る利用料の合計金額 

エ 障害者の介護のために同伴する者（原則として障害者１人につき 1 人に限る。以下

「同伴者」という。）が使用する場合 同伴者各人に係る利用料の金額が１，０００



円に満たない場合にあっては全額、１，０００円以上の場合にあっては半額 

オ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）の規定による施設等（幼保連携型認定こ

ども園を除く。）が教育上又は保育上の目的で使用する場合 全額 

カ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１

８年法律第７７号）第２条第６項に規定する認定こども園が教育上又は保育上の目的

で使用する場合 全額 

キ 大分市ホームタウン推進事業で支援するチーム・団体が、大分市民の観戦が見込ま

れる試合等を実施する場合 全額（ただし、入場料等を徴収して津留運動公園有料公

園施設を使用する場合の加算額を除く。） 

ク その他条例第１５条第１項に規定する指定管理者が特に必要と認める場合 条例第

１５条第１項に規定する指定管理者が認める額 

 

注１ 総会等とは、総会及び団体に所属する構成員全員を対象として行う研修会、勉強会等

をいう。 

 ２ スポーツ大会（県民スポーツ大会及び国民スポーツ大会を除く。）とは、団体に所

属する構成員全員を対象として実施するものに限る。 

３ 営利を目的としない文化活動等とは、事業収益が見込まれない文化活動、総会等、

レクリエーション活動、スポーツ活動、スポーツ大会その他の大会をいう。ただし、

実費のみの徴収又は大分市社会福祉協議会、市内の障害者施設若しくは障害者団体

に寄附（一の施設又は一の団体のみに対してするものを除く。）を行う場合は、事業

収益が見込まれないものとする。 

 

３ 標準処理期間 

２日 

 

 


